
■死亡後に行う手続きチェックリスト

代表的なものを日付順に記載しています。（手続きに必要なものに関しては最低限のものを記載しています。各事業所で別途必要な書類などもありますので、事前にご確認ください。）

期日 チェック欄 依頼先 手続きに必要なもの メモ欄にお使い下さい

7日以内 住民票のある市町村役場 届出人の印鑑

7日以内（火葬をする前） 住民票のある市町村役場 届出人の印鑑

届出人は世帯員のみ（第三者が手続きの場合は委任状が必要）

届出人の身分証明書（※）

印鑑（シャチハタ以外の認印で可）

14日以内
健康保険組合や協会健保

（会社員の場合）　健康保険証を会社へ返却
勤め先の企業（会社が資格喪失届を手配） 保険証の返却が必要

14日以内
国民健康保険（自営などの場合）

「国民年金資格喪失届」を提出
住民票のある市町村役場 保険証の返却が必要

共済組合（公務員などの場合） 各共済組合 各共済組合へご確認ください

届出人の印鑑

届出人の身分証明書（※）

葬祭費の受け取り手続きも一緒にする場合は、受取人の印鑑と銀行口座の確認できるキャッシュ

カードなど

届出人の印鑑

介護保険被保険者証明

14日以内
国民年金

年金の受給停止・未支給年金の請求
市町村役場

（事業主の期日として5日以内） 厚生年金 年金事務所 遺族給付の請求が必要な場合は別途ご確認ください。

死亡後すみやかに 共済年金 共済組合

死亡届出の提出後、死亡から5年以内 市町村役場

14日以内

運転免許証

死亡診断書

戸籍謄本の写し

届出人の身分証明書（※）

印鑑（認印で可）

パスポート

死亡した事実がわかる書類（戸籍謄本や住民票除票など）

届出人の身分証明書（※）

※身分証明書は、運転免許書・マイナンバーカードなど顔写真付きのものなら１点、保険証や年金手帳などなら２点求められることが多いようです。事前にご確認ください。

■契約が故人名義だった場合など、必要に応じて行う手続きの種類

チェック欄 依頼先

郵便局

各事業所

陸運局

各金融機関

各生命保険会社

各事業所

各事業所

各事業所

各事業所

各事業所

必

要

に

応

じ

て

行

う

手

続

き

住民票のある市町村役場14日以内

必

要

な

手

続

き

住民票登録の役所14日以内

死亡後すみやかに 警察署または免許センター

死亡後すみやかに

パスポートセンターなど

後期高齢者医療保険（75歳以上）

保険証返却

依頼内容

介護保険（65歳以上または該当者）資格

喪失届の提出

住民票のある市町村役場14日以内

健

康

保

険

関

連

生命保険金の受取

金融機関への連絡

自動車所有権の移転

住居の賃貸契約や不動産名義の変更

郵便物の転送届け（親が一人暮らしだった場合特に必要です。）

クレジットカード名義

インターネットプロバイダー契約など

ライフライン　世帯主変更（水道）

ライフライン　世帯主変更（ガス）

ライフライン　世帯主変更（電気）

依頼内容

世帯主の変更

火葬許可書申請（受取）

死亡届の提出

年

金

関

連

運転免許書

（故人が世帯主の場合）世帯主変更届

住民票除票の取得

（返納が義務付けられています）

パスポート

　（トラブル回避のためにも返還するか使用停止

　の手続きをおすすめします。）

メモ欄にお使い下さい


